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あああああああ※自治会への加入のお願い※あああああ あ  
高原町には、自治会組織として「区・班」があります。自治会は、町

民の交流・親睦を促進するさまざまな活動を行うとともに、まちづくり

において重要な役割を果たしています。 

 高原町では、町民の皆さん同士が協力しながら、安心して地域生活を

送ることができるよう、自治会への加入をお願いしております。 

 

あああああああ ※自治会に加入するには※あああああああ 
自治会に加入するには、「班加入連絡表」に必要事項を記入し、あなた

が居住する自治会の「班長」に提出ください。 

 あなたが居住する地区の区長・班長がわからないとき、または自治会に

関して御不明な点等がある場合は、総務課行政係までお問い合わせくださ

い。 

 

ああああああ        あお問合せ先       あああああああ 

 高原町 総務課 行政係  

〒889－4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 

電 話 0984－42－2112 

ＦＡｘ 0984－42－4623 

Ｅメール soumu@town.takaharu.lg.jp 
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新型コロナウイルスワクチン接種推進室の閉鎖について 
 新型コロナウイルスワクチン接種に関する「高原町新型コロナウイルスワクチ
ン接種推進室」については、令和６年３月 31日をもって閉鎖いたしました。 
 あわせて、「新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンター」も閉鎖い
たしました。 
 ４月以降の新型コロナウイルスワクチン接種に関する御相談は、健康課健康推
進係（ほほえみ館内）へお問い合わせくださいますようお願いいたします。 

問 健康課 担当：長友 将伍（ながとも しょうご）☎0984-42-4820 
 

令和６年度定期巡回相談について 

小林地区で実施される障がいに関する巡回相談等の日程については、下記のと

おりです。いずれも予約等が必要になりますので、事前に下記お問い合わせまで

ご相談ください。 

  

（身体障がい者で補装具の支給判定を希望される方） 

日 程 令和６年４月 26 日、９月 27 日、令和７年１月 10 日 

場 所 小林保健所 

実施者 宮崎県身体障害者相談センター 

（児童の障がいや知能・発達に関する相談） 

日 程 令和６年６月 19 日、８月 21 日、10 月 16 日、令和７年１月 15 日 

場 所 小林市家庭相談室（小林市保健センター内） 

実施者 宮崎県南部福祉こどもセンター 

 

問 福祉課 担当：岸元 誠樹（きしもと まさき）☎0984-21-2422 
 

手話講習会について 

令和６年４月 10 日（水）から「手話講習会」を始めます。 

初心者、経験者は問いませんので気軽にご参加ください。 

１ 講習期間 令和７年３月末までの１年間（※随時参加可能です） 

２ 講習日時 ・毎週水曜日（第４水曜日を除く）   

        午後 ７時００分～午後  ８時３０分 

       ・毎月第４土曜日 

午前１０時００分～午前１１時３０分 

※祝日、お盆、年末年始は除きます。 

３ 会  場 総合保健福祉センターほほえみ館 会議室 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

※町ホームページからもダウンロードできます。https://www.town.takaharu.lg.jp 

役場からのお知らせ №141 

 

 

 

 

 



４ 受 講 料 無 料（※教材を希望される方には別途販売します） 

５ 主  催 高原手話サークルほほえみ 

       会長 西嶋 陽代 

       連絡先：４２－０８１６（出口保育園） 

問 福祉課 担当：岸元 誠樹（きしもと まさき）☎0984-21-2422 
 

水道メーター器の交換及びメーター器周りの管理について 
 水道メーター器は、計量法の規定により一定期間（８年間）使用しますと交換

しなければならないことになっているため、期限を迎える水道メーター器の交換

を下記の期間に実施しますので、ご協力くださいますようお願いいたします。 

 なお、水道メーター器の交換工事につきましては、高原町が指定する水道工事

事業者が行います。 

 また、水道メーター器の検針を毎月実施していることから、これからの時期に

必要となる水道メーター器周りの草刈りやメーターボックス内の保温材（タオ

ル、ビニール等）を取り除く等の適正な管理を併せてお願いいたします。 

１ 交換期間 令和６年４月８日（月）から令和６年７月 31日（水）まで 

２ 交換メーター器 耐用年月が令和６年までのメーター器及び令和７年までの一部

のメーター器が対象です。 

３ 対象世帯 高原町全体で７９１個取り換える予定で、全ての世帯には該当し

ません。 

４ 交換費用 水道メーター器交換に係る費用は無料です。 

問 建設水道課 担当：西 亮介（にし りょうすけ）☎0984-42-4960   
 

高原町人口ビジョン・高原町デジタル田園都市構想総合戦略について 

●本計画の策定について 

 「第２期神武の里たかはる人口ビジョン・総合戦略」に替わり、国の「デジタ

ル田園都市国家構想総合戦略」を勘案した「高原町デジタル田園都市構想総合戦

略」（令和６～９年度の４カ年計画）を策定いたしました。 

●策定にあたって 

将来の人口推計や統計データに基づいて町の課題を導出した人口ビジョンを

もとに、デジタル技術の活用を含む、町の課題の解決に取り組むための目標や具

体的な施策を掲載しています。 

 本計画の策定に併せて、「高原町人口ビジョン・高原町デジタル田園都市構想

総合戦略（概要版）」を作成いたしましたので、詳細については、別途配布いた

します概要版を御覧ください。 

●閲覧方法 

・高原町公式ホームページ 

https://www.town.takaharu.lg.jp/soshiki/18/238496.html 

・高原町役場総合政策課 

問 総合政策課 担当：清水 梨那（しみず りな）☎0984-42-2115 
 



第２次高原町男女共同参画基本計画がスタートしました！ 
令和６年４月１日から「第２次男女共同参画基本計画」（令和６年度～令和 15

年度）がスタートしました。 

本計画では、町民一人ひとりが個性と能力を最大限に発揮し、喜びと責任を分

かち合うことができる社会の実現を目指しています。 

また、本計画には、女性が職業生活において活躍できる社会を目指した「第２

次高原町女性活躍推進計画」、男女の人権を侵害するあらゆる暴力の根絶を目指

した「第２次高原町配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画」を含んでい

ます。 

町民の皆様には、策定に際しまして調査等へご協力をいただいたお礼を申し上

げるとともに、引き続き男女共同参画社会づくりへのご協力をお願いいたしま

す。 

 

●本計画及び概要版の閲覧方法 

（１） 高原町公式ホームページでの閲覧 

https://www.town.takaharu.lg.jp//soshiki/7/236828.html 

（２） 総務課（役場庁舎２階）での閲覧 

（３） 福祉課（総合保健福祉センターほほえみ館内）での閲覧 

問 総務課 担当：早野 由利加（はやの ゆりか）☎0984-42-2112 
 

高原町メールサービスの登録の御案内 
スマートフォン又はパソコンから下記メールアドレスに空メールを送信する

と、仮登録確認メールが届き、受信したメールに、本登録用ＵＲＬが記載されて

いますのでそちらをクリックして、本登録ページに接続して、案内に従って登録

してください。バーコード読み取り機能を使用する場合は、ＱＲコードを読み取

ってください。 

災害に係る情報、感染症など防疫に係る情報、交通・防犯、特殊詐欺、不審者

情報などの発生状況、年末年始のごみ出しなど生活に係る情報等を登録者に対し

配信しています。 

 

(スマートフォンの方)                  (ＱＲコード) 

 https://plus.sugumail.com/usr/takaharu/ 

 （フィーチャーフォン（ガラケー）の方） 

 https://m.sugumail.com/m/takaharu/ 

 

【サービスに関するお問い合わせ】           

高原町役場総務課 危機管理係 ☎０９８４－42－２１１２ 

 

https://m.sugumail.com/m/takaharu/


令和６年４月１日 
 町民各位 

高原町長  高妻 経信 

（公 印 省 略） 
 

令和６年度高原町会計年度任用職員（本庁舎等）の募集について 
 
 令和６年４月以降採用の会計年度任用職員を下記のとおり募集します。 
 会計年度任用職員とは、一会計年度（令和７年３月３１日まで）を超えない範囲内で任 
用される一般職の非常勤職員です。 
 
１  受験資格、採用職種、勤務条件等 
（１）受験資格 

  次のいずれにも該当しない方（地方公務員法第１６条） 

  （ア）禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行 
を受けることがなくなるまでの者 

（イ）高原町臨時職員、非常勤職員として懲戒免職処分を受け、当該処 
分の日から２年を経過しない者 

（ウ）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立 
  した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結 

成し、又はこれに加入した者 
 
（２）採用職種、採用予定人数、業務内容、必要免許等、勤務条件等 

採用職種 
採用予定 

人数 
業務内容 

必要免許・経験

等 
勤務形態 報酬額 

一般事務 若干名 

パソコンによるデー

タ入力、書類整理、電

話・窓口対応等事務 

高校卒 

原則として月曜日から金

曜日の午前 8 時 30 分か

ら午後 5 時 15 分までの

間で、勤務場所によって

定められた時間 

（1日 6時間勤務） 

月額 

128,980円～ 

子育て支援

センター員 
１名 

子育て支援センター

運営業務 

高校卒 

※子育ての経験

があればなお可 

原則として月曜日から金

曜日の午前 8 時 30 分か

ら午後 5 時 15 分までの

間で、勤務場所によって

定められた時間 

（1日 6時間勤務） 

月額 

136,335円～ 

 

○任用期間 

任用期間は、原則として採用の日から令和７年３月 31日の間となります。 

任用後１ヶ月間は試用期間となります。 

○手当等 

 ・費用弁償（通勤手当） 

通勤距離によって費用弁償（通勤手当）が支給されます。ただし通勤距離によっては支給されない場合があります。 

 ・時間外手当 

   職種、勤務場所によって定められた時間外の勤務が生じた場合に支給されます。 

 ・期末手当等 

   報酬及び任用期間等に応じて支給されます。 

回覧 



○休日 

  原則として週休日（土曜、日曜）及び国民の祝日並びに 12月 29日から翌年１月３日までの日が休日となります。 

  配属される部署によっては、土日祝日に勤務となる場合があります。 

○休暇 

  年次有給休暇、夏季休暇、忌引休暇等があります。 

○社会保険等 

  地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法及び雇用保険法の定めるところによりそれぞれ加入します。 

 

２ 選考方法 
  高原町役場において、面接試験を実施します。 
  ※面接日時の詳細は、応募者へ個別に通知します。 
 
３  受験手続 
（１）申込用紙の交付場所 高原町役場２階 総務課 行政係 

（高原町ホームページからもダウンロード可能です） 
（２）申込用紙の提出先 
      高原町役場総務課 
     （〒889-4492  宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地） 

   所定の申込用紙に必要事項を記入し、最近３か月以内に撮影した写真を所定のと
ころに貼って提出してください。写真の貼っていないものは、受け付けられない場合
がありますので注意してください。 
※ 郵送する場合は必ず郵便局の窓口で簡易書留郵便にして、その際郵便局窓口で
交付される「書留郵便物受領証」は、受験票が到着するまで保管しておいてくだ
さい。なお、封筒の表には、「高原町会計年度任用職員採用試験受験」と朱書きし
てください。 

 
（３）受付期間 

４月１日（月）～４月 30日（火）８：30～17：15（土日祝日を除く。） 
郵送の場合は４月 30日（火）必着となります。 
※受付期間終了までに採用者が決定した場合は、随時募集を締め切ります。 

 
４  合格から採用まで 

合格者は、採用候補者名簿に登載され、必要に応じて任命権者によって採用が決定さ
れます。 
 また、この名簿からの採用は原則として令和６年４月１日以降ですが、合格者は採用
予定数より多く決定されますので、試験に合格しても採用されない場合があります。 

 なお、任用期間は原則として１年以内ですが、次年度予算の成立、勤務状況等により次
年度以降も再度任用する場合があります。 

 

５ 問い合わせ先 
  高原町役場 総務課 行政係 
  住 所 〒889-4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 
  ＴＥＬ 0984-42-2112（内 211）E-mail soumu@town.takaharu.lg.jp 



「2024たかはる・たちばな特産品コンテスト」 

説明会（橘の実・ピューレの配布）のお知らせ 
 

昭和48年に町木として指定された「橘（たちばな）」は、五百円玉に印字されていたり、文化勲章の

意匠になっていたりします。また、古事記では「非時香菓（ときじくのかぐのこのみ）」という不老不死

の力を持った霊薬として紹介されていますが、残念ながらどちらも広く知られてはいません。日本発

祥の地としてPRを進める高原町として、地域資源の一つである「橘」を使って、官民連携して高原町

のブランド力を高め、地域の稼ぐ力を向上していきたいと考えています。 

そこで、令和6年7月に「2024たかはる・たちばな特産品コンテスト」を実施する予定ですが、それに

先立つ説明会を開催いたします。なお当日は、特産品の原材料になる橘の実とピューレを配布い

たします。 

 

◇説明会開催概要: 

・日時：令和6年4月19日（金） 15時00分〜17時00分 

・場所：高原町役場2階会議室 

・主催：高原町（担当：産業創生課） 

・プログラム概要： 

  ■ 橘に関する講演 ：吉武利文 別府大学客員教授 

  ■ 商品開発に関する講演 ：畠山容子 はたけやま広告事務所 代表 

(宮崎よろず支援拠点 コーディネーター) 

  ■ 商品開発に関する講演 ：村岡浩司 株式会社一平ホールディングス代表取締役 

  ■ コンテスト概要の説明 

  ■ 橘の「実（収穫時期の異なるもの2袋）」・「ピューレ（500g）」の配布 

 

◇参加申し込み: 

下記連絡先まで必要事項をご記入の上4月12日までにお申し込みください。 

（お電話、メール、フォーム（QRコード）でも構いません） 

◇連絡先    : 高原町役場 産業創生課（担当：吉田） 

〒889-4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓899番地 

電話：0984-42-2128 E-mail：sangyou@town.takaharu.lg.jp  

 

         F A X 申込書（送信先：0984-42-4623） 

 

 

「2024 たかはる・たちばな特産品コンテスト」説明会に参加申込いたします。 

 

お名前：                      お電話番号： 

 

事業者名（ございましたら）： 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高原町人口ビジョン 

高原町デジタル田園都市構想 

総合戦略 

概 要 版 

■発  行  宮崎県高原町 令和６年４月 

■編  集  高原町総合政策課 

■住 所  〒８８９－４４９２ 

         西諸県郡高原町大字西麓８９９ 

■Ｈ Ｐ ア ド レ ス  https://www.town.takaharu.lg.jp 

■メ ー ル ア ド レ ス  sougou@town.takaharu.lg.jp 

------------------------------------------------- 

（令和６～９年度） 

宮崎県高原町 

高原町人口ビジョン 

高原町デジタル田園都市構想総合戦略 

（概要版） 

本版はホームページ

及び総合政策課にて

閲覧できます。 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高原町人口ビジョン 高原町デジタル田園都市構想総合戦略 

◇高原町の人口の現状・将来推計 

 高原町の総人口は、

1960年代以降、減少し

続けており、2024 年 3

月時点では 8,062 人で

すが、 2045 年には

5,220 人にまで人口が

落ち込むことが想定さ

れています。 

 減少の主な要因は、自

然的要因（死亡者数＞出

生者数）ですが、様々な

分析から、社会的要因

（転入・転出）による人

口減少対策が有効であ

ることが分かりました。 

                

◇高原町の取り組むべき課題 

≪高原町の人口目標≫ 

「社会減」から「転入出均衡」への移行を目指します。 

 
現在、高原町外へ転出する人が、高原町に転入する人より多いため、社会的要因の面でも人口が減少し

ています。高原町では、転出数と転入数が同程度で均衡することを目標とします。 

 

〈数値目標〉新規事業所雇用者数（誘致企業含む） R4 基準 44人 → R9 目標 78人（R5～9） 

＜具体的施策＞                                  ＜重要業績評価指標（KPI）＞（一部抜粋） 

① 農林業の振興を図る 
ア）担い手の確保・育成 

イ）農業の収益性の向上 

ウ）畜産の発展と振興 

エ）林業の成長産業化 

農業新規就業者数（後継者含む） 

スマート農業関連機材等の導入 

② 商工業の活性化を図る 
ア）商業の創出・活性化 

イ）企業誘致の促進 

ウ）町内での消費促進 

エ）特産品の魅力向上 

新規事業所数（誘致企業含む） 

就業マッチング件数（就農・継業含む） 

 

〈数値目標〉社会増減数（転入者－転出者） R4 基準 -19人 → R9 目標 ０人以上（転入出均衡） 

＜具体的施策＞                                  ＜重要業績評価指標（KPI）＞（一部抜粋） 

① 観光の振興を図り、 

関係人口を創出する 

ア）観光地づくりの推進 

イ）広域連携の取組 

ウ）関係人口の創出 

エ）交流人口の創出 

観光入込客数 

関係人口創出数（ワーキングホリデー等） 

② 移住定住を促進する 
ア）移住定住促進 

イ）移住定住情報の発信 

ウ）空き家等活用促進 

エ）学校跡地の利活用 

移住定住世帯数 

空き家バンク登録件数 

 

〈数値目標〉地域の子育て環境や支援への満足度 R4 基準 16.8％ → R9 目標 20％ 

＜具体的施策＞                                 ＜重要業績評価指標（KPI）＞（一部抜粋） 

① 安心して出産・子育てが 

  できる環境をつくる 

ア）妊娠・出産の支援 

イ）子育ての支援 

地域子育て支援センター利用者数 

病児・病後児保育サービス実施施設数 

② 子どもたちの教育環境の 

  充実を図る 

ア）未来を担う人材育成 

イ）地域連携の推進 

子どもの教育環境への町民満足度 

週 3 回以上授業で ICT 機器を使用した児童生徒の割合 

 

〈数値目標〉「住みやすいまち」だと感じる町民の割合 R4 基準 49.6％ → R9 目標 50％ 

＜具体的施策＞                                  ＜重要業績評価指標（KPI）＞（一部抜粋） 

① 医療の充実と健康・福祉 

 の増進を図る 

ア）地域医療体制の充実 

イ）健康づくり 

ウ）高齢者支援 

エ）地域福祉の推進 

健康寿命の延伸 

要介護認定率 

② 地域の交通手段を維持・ 

確立する 
ア）地域交通手段の維持  

乗合タクシー利用者数 

公共交通の利便性への満足度 

③ 快適な住環境のための 

インフラ整備を行う 

ア）道路網の整備 

イ）良好な景観形成 
ウ）環境保全 

町道改良率 

生活排水処理率 

 

 （ＤＸ：デジタル技術による社会変革） 

「高原町 DX 推進計画」に則って、デジタル技術の活用に横断的に取り組みます。 

＜具体的施策＞ 

① デジタル基盤整備 
ほどんどの住民がマイナンバーカードを保有することを目指し、マイナンバーカードを用い

た各種オンライン申請が可能となるように取り組みます。 

② デジタル人材の育成・確保 
町の DX 推進において、外部専門人材等を活用し、全職員を対象とした基本的なデジタル技

術の習得による人材育成を行います。 

③ 誰一人取り残されないための取組 
誰もがデジタルによる利便性を享受できるよう、地域と連携しながら町民に対するきめ細や

かなデジタル活用支援を進めます。 

 

≪高原町が目指す姿≫ 
霧島山系から湧き出る豊富な水と豊かな緑に囲まれた自然環境と、古来より語り継がれた神話や神楽を

はじめとする伝統文化が根ざす高原町で、これらの恵みを活かして働き、安心して子どもを育み、健康で

生きがいをもって暮らせるまちづくりを目指します。 

 

減少 

減少 

2000年 

11,254 人 

2025年 

7,862 人 2045年 

5,220 人 

減少 

2024年 3 月 

8,062 人（現住人口） 

微増 

 

減少 

人口 ・社会増実現に向けた、20代以降（主に子育て世代）の転入増加策（移住・定住） 

地域経済 

・農業従事者の減少・高齢化に伴う後継者問題の対策 

・農業の労働生産性向上に向けた取組み 

・町内での消費促進 

財政状況 
・ふるさと納税の増額に向けた取り組み 

・病院経営の改革や事務事業見直しなどの歳出削減 

町民意識調査 

による課題 

・買い物 ：大規模店舗の誘致（R4開業済）や地元商店の振興 

・雇用環境：雇用者と労働者のニーズのミスマッチの解消を図る 

・公共交通：乗降時間・場所が自由なデマンド型交通を導入する 

・医療福祉：高齢者が利用しやすい施設の整備等を行う 

 

町民が安心して住み続けられるまち 



 

 

 

令和６年４月１日   

 各 位 

高原町長 高妻 経信   

 

令和６年度狂犬病集合注射日程（お知らせ） 
 

 狂犬病は、犬だけでなく人にも感染する危険な病気です。この病気が発症すると、

人も犬も、ほぼ１００％の確率で死亡します。 

 狂犬病から尊い命を守るために、愛犬の予防接種をしましょう。 

 注射料金は、１頭につき３，３００円です。 

 
○飼い犬の登録がお済みでない方の新規登録料金は、１頭につき３，０００円です。

登録すると集合注射日程のハガキ案内が届くようになります。迷子犬の保護につい

て登録番号で照会をかけることもできます。お早めに登録をお願いします。 

○会場には、飼い犬を制御できる大人の方が連れてきてください。 

○集合注射では自宅訪問による注射は行っておりませんのでご了承ください。 

 

月 日 会場 実施時間

10:50～11:15

9:00～9:30
9:50～10:20

13:30～15:30

9:20～9:50

10:40～11:15
13:30～16:00

10:05～10:25
10:45～11:15

9:15～9:35

15:30～16:00

9:55～10:25

8:45～9:05

8:45～9:05

鹿児山農業構造改善センター

北狭野神武ふるさと館

 遠竹氏宅前（花堂橋近く）

常盤台活性化センター

9:25～9:55
10:10～10:35
10:55～11:15

蒲牟田活性化センター

湯之元集落センター

8:45～9:10

並木公民館

13:30～13:55
14:10～14:30
14:45～15:15

祓川神楽殿

南狭野活性化センター

出口農業構造改善センター

高原町役場東側駐車場

高原町役場東側駐車場 13:30～15:30

4月

23
(火)

24
(水)

25
(木)

10
(金)

5月

越農業構造改善センター

下後川内地区リサイクル集積所

上後川内地区リサイクル集積所

下広原構造改善センター

北狭野神武ふるさと館

上後川内地区リサイクル集積所

高原町役場東側駐車場

西広原活性化センター

上広原地区多目的活動施設

下広原構造改善センター

お問い合わせ先  町民課環境係 ☎４２－１０６７ 

回覧 



 
令和６年４月１日 

 

 町民各位 

高原町長 高妻 経信 

（ 公 印 省 略 ） 

                   

   令和６年度高原町会計年度任用職員(養護老人ホーム峰寿園)の再募 

集について 

 
 令和６年４月以降採用の会計年度任用職員を下記のとおり募集します。 
 会計年度任用職員とは、一会計年度（令和７年３月３１日まで）を超えない範囲内で任
用される一般職の非常勤職員です。 

 
１  受験資格、採用職種、勤務条件等 
（１）受験資格 

  次のいずれにも該当しない方（地方公務員法第１６条） 
ア 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな 

くなるまでの者 
イ 高原町臨時職員、非常勤職員として懲戒免職処分を受け、当該処分の日から２年 

を経過しない者 
ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力 

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
 

（２）募集職種、勤務条件、応募資格等    

職種 応募資格 業務内容 募集 
人数 

勤務形態 報酬額 

介護職員
（日勤） 

 
 
 
 
ヘルパー・
介護職員初
任者研修受
講者・看護

師・准看護
師等 

 
 
 
 
養護老人
ホーム峰
寿園での
支援員 

（介護）
業務 

 
 
 
 
 
 
若 
干 

名 

・土曜日、日曜日、祝日を含むシ
フト制（週休２日制） 
・原則、午前８時３０分から午後
５時１５分までの間で勤務部署
によって定められた時間（週３
７．５時間以内） 
※夜勤帯の勤務をお願いする場
合があります。御承知ください。 

月額 
１８１，２５８円
～ 
時給 
１，１５０円～ 

介護職員 
（夜勤） 

・土曜日、日曜日、祝日を含むシ
フト制 
・原則、午後４時４５分から午前
８時４５分までの間で勤務部署
によって定められた時間（１日
当たり１２．５時間勤務で週３
日勤務） 

月額 
１９５，８７０円
～ 
時給 
１，２４３円～ 
 

 
● 任用期間 原則として、採用の日から令和７年３月３１日までとなります。  
● 手  当 ・費用弁償（通勤距離により支給、不支給を決定します。） 

・時間外手当（職種、勤務部署によって定められた時間外の勤務が生じた 

場合に支給されます。）   
  ・期末手当（報酬及び任用期間等に応じて支給されます。ただし、任用期 

間等によっては支給されない場合があります。）  

回 覧 



● 休  日 原則、週休２日制。職種等によって異なります。    
● 休  暇 年次有給休暇、忌引休暇等があります。年次有給休暇については、任用期 

間によって付与される日数が異なります。  
● 社会保険等 地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法及び雇用保険法の定めるところ 

により、それぞれ加入します。ただし、勤務日数等により加入対象となら 
ない場合があります。   

● 月  額 上記表の月額は、週３７．５時間にて算出しています。   
 
２ 受験手続 
（１）必要書類 
  ア 履歴書 
  イ 保有している資格等の証明書の写し 
   

（２）必要書類の提出先 
   ５に記載の【問い合わせ先】 

※必要書類を郵送する場合は必ず郵便局の窓口で簡易書留郵便にして、その際郵便 
局窓口で交付される「書留郵便物受領証」は、試験日の連絡があるまで保管してお 
いてください。なお、封筒の表には、「高原町会計年度任用職員採用試験受験」と朱 
書きしてください。 

 
（３）申込時の注意事項 

ア 有資格職の申込みには、必要な免許証等の写しを必ず添付してください。  
イ 履歴書に添付する写真は、最近３か月以内に撮影したものとします。 

写真が貼られていないものは、受け付けられない場合があります。 

 
（４）受付期間 

４月１日（月）～４月 30日（火）８：30～17：15 

郵送の場合は４月 30日（火）必着となります。 

※応募者が募集人数に満たない場合は、再度募集いたします。 

 
３ 選考方法 
  高原町養護老人ホーム峰寿園にて面接試験を実施します。 

 ※面接日時の詳細は、応募者へ個別に通知します。 
 
４  合格から採用まで 

合格者は、採用候補者名簿に登載され、必要に応じて任命権者によって採用が決定さ 
れます。 
また、この名簿からの採用は原則として令和６年４月１日以降ですが、合格者は採用 

予定数より多く決定されますので、試験に合格しても採用されない場合があります。 
なお、任用期間は原則として１年度以内ですが、次年度予算や勤務状況等により、次 

年度以降も再度任用する場合があります。 
 

５ 問い合わせ先 
  高原町養護老人ホーム峰寿園  
  住 所 〒889-4411 宮崎県西諸県郡高原町大字広原 5051番地 7 
  ＴＥＬ 0984-42-1336 

E-mail:houjyuen@town.takaharu.lg.jp 
 







                            令和６年４月１日  

 町民各位 

                     高原町議会議長 前原 淳一  

 

議会報告会の開催について（お知らせ） 
 

 春暖の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。 

 高原町議会では、町民の皆様の負託と信頼に応えるため、議会活性化やまちづくり

に必要な事項等について、調査研究や各種団体等との意見交換等を積極的に実施して

参りました。 

 つきましては、下記の日程で議会報告会を実施し、

町民皆様の御意見を拝聴し、町政に反映して参りた

いと思います。時節柄、御多忙のこととは存じます

が、御参加いただきますようお願い申し上げます。 

 

日時及び場所 

期   日 場  所 時 間 備考 

４月２２日(月) 上後川内地区多目的活動施設 

午後 

７時３０分 

～ 

午後 

９時００分 

どの会場

でも参加

できます。 

４月２３日(火) 上広原地区多目的活動施設 

４月２４日(水) 北狭野神武ふるさと館 

４月２５日(木) 出口農業構造改善センター 

４月２６日(金) 並木公民館 

 
 

内  容 (1) 議会の活動状況（各常任委員会、特別委員会の報告など） 

     (2) 意見交換    (3) その他 

※ どの会場でも参加も可能ですので、御都合の良い日に御参加ください。 

議員名  西嶋 陽代   岩元 礼子   福澤 卓志   温水 宜昭  末永  充 

外村  仁   郡山 貞利   山下 香織    陣  圭介   前原 淳一 

問い合わせ先 

最寄りの高原町議会議員 又は議会事務局 ４２－５１３８ 




